
建 設 委 員 会 資 料

平成 29 年 2 月 27 日

品川区清掃事務所 

「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」の改正に伴う規程整備について 

１.経  過 

平成28年第4回定例会において、「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」（以下条例）の改正案が可

決され、改定された廃棄物処理手数料は、平成29年10月1日より適用される。本条例の改正に伴い、「品川区廃

棄物の処理および再利用に関する規則」の一部を下記のとおり改正し、条例施行日より適用することとした。

２.改正概要（案） 

（1）粗大ごみ廃棄物処理手数料の改定品目（規則第 35 条関係別表第 1より抜粋） 

品 目 
現行料金 改定料金 

改定差額 
収集単価 持込単価 収集単価 持込単価 

電気器具、ガス器具、石油器具（全33品目中6品目改定） 

ミシン（卓上式を除く） 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

湯沸器 600円 300円 300円 200円 －300円 

ストーブ（ファンヒーター） 600円 300円
400円 200円

－200円 

（ファンヒーター除く） 300円 200円 ＋100円 

ステレオセット（ミニコンポ） 600円 300円 300円 200円 －300円 

ステレオセット（ミニコンポを除く） 1,700円 900円 1,400円 700円 －300円 

カラオケ演奏装置 1,700円 900円 1,000円 500円 －700円 

家具、寝具（全20品目中4品目改定） 

収納家具類 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円

応接用椅子（２人以上用） 1,700円 900円 1,400円 700円 －300円 

ウッドカーペット 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

ダブルベッド（ベッドマット除く） 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

オフィスオートメーション機器（全4品目中2品目改定）

ワードプロセッサー 600円 300円 300円 200円 －300円 

オフィスオートメーション機器 1,300円 700円 1,400円 700円 ＋100円 

趣味用品（8品目中2品目改定） 

オルガン 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

ランニングマシーン 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

その他（24品目中3品目改定） 

編み機 600円 300円 300円 200円 －300円 

米びつ 600円 300円 300円 200円 －300円 

物置 1,700円 900円 1,800円 900円 ＋100円 

※上記の外、仏壇および特定家庭用機器廃棄物に係る品目欄を削除し、重量に応じたその

他品目の欄を追加する。また、ストーブは 1品目へ統合する。 

（2）事業系ごみ処理券の旧券と新券の差額交換について（規則 付則） 

事業系ごみ処理券の旧券については、経過措置として新券発行後 1 ヶ月の間使用できるが、

それでも余った旧券については排出者の持参した旧券と新券との差額納付をもって、新券を交

付する差額交換を、次回の廃棄物処理手数料改定までの間実施する。
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新旧対照表 

○品川区廃棄物の処理および再利用に関する規則 

新 旧 

（有料粗大ごみ処理券の交付方法） （有料粗大ごみ処理券の交付方法） 

第41条 条例第36条および第53条第１項の有料粗大ごみ処理券の交付は、別表

第１の有料粗大ごみの品目１点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手

数料の額に応じて、同表の右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別および枚

数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が600円以上の場合

であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券Ａも

しくは有料粗大ごみ処理券Ｂのいずれか一方のみまたは同表の右欄に掲げる

枚数以外の組み合わせにより交付することができる。 

第41条 条例第36条および第53条第１項の有料粗大ごみ処理券の交付は、別表

第１の有料粗大ごみの品目１点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手

数料の額に応じて、同表の右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別および枚

数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が600円以上の場合

であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券Ａも

しくは有料粗大ごみ処理券Ｂのいずれか一方のみまたは同表の右欄に掲げる

枚数以外の組み合わせにより交付することができる。 

 廃棄物処理手数料

の額 
有料粗大ごみ処理券の種別および枚数 

  廃棄物処理手数料

の額 
有料粗大ごみ処理券の種別および枚数 

 200円 有料粗大ごみ処理券Ａ １枚   200円 有料粗大ごみ処理券Ａ １枚  

 300円 有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚   300円 有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚  

400円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚 

 500円 有料粗大ごみ処理券Ａ １枚   500円 有料粗大ごみ処理券Ａ １枚  

   有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚     有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚  

 600円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ２枚   600円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ２枚  

 700円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚   700円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚  

   有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚     有料粗大ごみ処理券Ｂ １枚  

 900円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ３枚   900円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ３枚  

 1,000円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚   1,000円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚  

   有料粗大ごみ処理券Ｂ ２枚     有料粗大ごみ処理券Ｂ ２枚  

 1,200円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ４枚   1,200円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ４枚  

削除 削除 
1,300円 有料粗大ごみ処理券Ａ ２枚 

  有料粗大ごみ処理券Ｂ ３枚 

削除 削除
1,700円 有料粗大ごみ処理券Ａ １枚 

  有料粗大ごみ処理券Ｂ ５枚 

1,400円 有料粗大ごみ処理券Ａ 

有料粗大ごみ処理券Ｂ 

１枚 

４枚 

1,800円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ６枚

建 設 委 員 会 資 料

平成 29 年 2 月 27 日

品川区清掃事務所



2/7  

新 旧 

 2,400円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ８枚   2,400円 有料粗大ごみ処理券Ｂ ８枚 

本条…一部改正〔平成19年規則46号・25年19号〕 本条…一部改正〔平成19年規則46号・25年19号〕 

（有料ごみ処理券の交付方法） （有料ごみ処理券の交付方法） 

第43条 条例第54条第１項の有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる

有料ごみ処理券の種別ごとに、同表の中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を

納付した者に対し、同表の右欄に掲げる枚数を一組として行うものとする。

ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付

額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができる。 

第43条 条例第54条第１項の有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる

有料ごみ処理券の種別ごとに、同表の中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を

納付した者に対し、同表の右欄に掲げる枚数を一組として行うものとする。

ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付

額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができる。 

 有料ごみ処理券の種別 廃棄物処理手数

料（１枚当たり

の単価） 

一組の枚数   有料ごみ処理券の種別 廃棄物処理手数

料（１枚当たり

の単価） 

一組の枚数  

 事業系有料ごみ処理券・特大 2,660円（532円）５枚   事業系有料ごみ処理券・特大 2,415円（483円）５枚  

 事業系有料ごみ処理券・大 3,420円（342円）10枚   事業系有料ごみ処理券・大 3,100円（310円）10枚  

 事業系有料ごみ処理券・中 1,520円（152円）10枚   事業系有料ごみ処理券・中 1,380円（138円）10枚  

 事業系有料ごみ処理券・小 760円（76円）10枚   事業系有料ごみ処理券・小 690円（69円）10枚  

本条…一部改正〔平成20年規則５号・25年19号〕 本条…一部改正〔平成20年規則５号・25年19号〕 

付 則 付 則 

付 則（平成25年３月29日規則第19号） 付 則（平成25年３月29日規則第19号） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第35条、第41条の

表、第43条の表、別表第１および第14号様式から第17号様式までの改正規定

ならびに次項および付則第３項の規定は、同年10月１日から施行する。 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第35条、第41条の

表、第43条の表、別表第１および第14号様式から第17号様式までの改正規定

ならびに次項および付則第３項の規定は、同年10月１日から施行する。 

（２削除） ２ この規則による改正前の品川区廃棄物の処理および再利用に関する規則

（以下「改正前の規則」という。）第43条の規定により交付を受けた有料ご

み処理券については、この規則の施行の日（前項ただし書に定める日に限る。）

から１カ月を経過した日以後当分の間、当該有料ごみ処理券の種別に応じ、

この規則による改正後の第43条の表に掲げる１枚当たりの単価額に当該有料

ごみ処理券の枚数を乗じた額から改正前の規則第43条の表に掲げる１枚当た

りの単価額に当該有料ごみ処理券の枚数を乗じた額を減じた額を納付するこ

とにより、改正後の第14号様式から第17号様式までに規定する有料ごみ処理

券と交換することができる。 

付 則（平成29年 月 日規則第 号） 

１ この規則は、平成29年10月1日から施行する。 
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２ この規則による改正前の品川区廃棄物の処理および再利用に関する規則

（以下「改正前の規則」という。）第43条の規定により交付を受けた有料ごみ

処理券については、この規則の施行の日から１カ月を経過した日以後次回廃棄

物処理手数料の改定が行われるまでの間、当該有料ごみ処理券の種別に応じ、

この規則による改正後の第43条の表に掲げる１枚当たりの単価額に当該有料ご

み処理券の枚数を乗じた額から改正前の規則第43条の表に掲げる１枚当たりの

単価額に当該有料ごみ処理券の枚数を乗じた額を減じた額を納付することによ

り、改正後の第14号様式から第17号様式までに規定する有料ごみ処理券と交換

することができる。

別表第１（第35条関係) 粗大ごみの廃棄物処理手数料 別表第１（第35条関係) 粗大ごみの廃棄物処理手数料 

 種目 番号 品目 収集単価 持込単価   種目 番号 品目 収集単価 持込単価

 電気器具、

ガス器具、

石油器具 

１ ミシン（卓上式のもの） 600円 300円 電気器具、

ガス器具、

石油器具 

１ ミシン（卓上式のもの） 600円 300円

２ ミシン（卓上式のものを除

く。） 

1,800円 900円 ２ ミシン（卓上式のものを除

く。） 

1,700円 900円

 削除 ３ 電気洗濯機（一槽式のもので、

特定家庭用機器廃棄物を除

く。） 

1,700円 900円

 削除 ４ 電気洗濯機（二槽式のもので、

特定家庭用機器廃棄物を除

く。） 

1,000円 500円

 削除 ５ 衣類乾燥機（特定家庭用機器

廃棄物を除く。） 

1,000円 500円

 削除 ６ 冷蔵庫（高さ80センチメート

ル未満のもので、特定家庭用

機器廃棄物を除く。） 

1,000円 500円

 削除 ７ 冷蔵庫（高さ80センチメート

ル以上のもので、特定家庭用

機器廃棄物を除く。） 

2,400円 1,200円

３ ガステーブル（ガスこんろ） 300円 200円   ８ ガステーブル（ガスこんろ） 300円 200円

４ 電子レンジ 600円 300円   ９ 電子レンジ 600円 300円

５ オーブントースター 300円 200円   10 オーブントースター 300円 200円

６ 食器洗い乾燥機 1,000円 500円   11 食器洗い乾燥機 1,000円 500円

７ 湯沸器 300円 200円   12 湯沸器 600円 300円
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８ 風呂釜 1,000円 500円   13 風呂釜 1,000円 500円

９ ストーブ 400円 200円   14 ストーブ（ファンヒーター） 600円 300円

 削除 15 ストーブ（ファンヒーターを

除く。） 

300円 200円

削除 16 エアコンディショナー室内機

（特定家庭用機器廃棄物を除

く。） 

600円 300円

削除 17 エアコンディショナー室外機

（エアコンディショナー室内

機と一体型のものを含み、特

定家庭用機器廃棄物を除く。）

1,700円 900円

10 扇風機 300円 200円   18 扇風機 300円 200円

11 除湿機 300円 200円   19 除湿機 300円 200円

12 空気清浄機 300円 200円   20 空気清浄機 300円 200円

13 換気扇 300円 200円   21 換気扇 300円 200円

14 電気掃除機 300円 200円   22 電気掃除機 300円 200円

15 照明器具 300円 200円   23 照明器具 300円 200円

16 ステレオセット（ミニコンポ

ーネントステレオセット） 

300円 200円   24 ステレオセット（ミニコンポ

ーネントステレオセット） 

600円 300円

17 ステレオセット（ミニコンポ

ーネントステレオセットを除

く。） 

1,400円 700円   25 ステレオセット（ミニコンポ

ーネントステレオセットを除

く。） 

1,700円 900円

18 ラジオカセットレコーダー 300円 200円   26 ラジオカセットレコーダー 300円 200円

19 カラオケ演奏装置 1,000円 500円   27 カラオケ演奏装置 1,700円 900円

20 スピーカー 600円 300円   28 スピーカー 600円 300円

21 オーディオ機器（カラオケ演

奏装置およびスピーカーを除

く単体のもの） 

300円 200円   29 オーディオ機器（カラオケ演

奏装置およびスピーカーを除

く単体のもの） 

300円 200円

削除   30 テレビ受像機（20インチ未満

のもので、特定家庭用機器廃

棄物を除く。） 

600円 300円

削除   31 テレビ受像機（20インチ以上 1,700円 900円
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のもので、特定家庭用機器廃

棄物を除く。） 

22 ビデオデッキ 300円 200円   32 ビデオデッキ 300円 200円

23 電気こたつ（こたつ板を除

く。）

300円 200円   33 電気こたつ（こたつ板を除

く。） 

300円 200円

家具、寝具１ こたつ板 300円 200円 家具、寝具１ こたつ板 300円 200円

  ２ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が180センチメ

ートル未満のもの） 

300円 200円   ２ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が180センチメ

ートル未満のもの） 

300円 200円

  ３ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が180センチメ

ートル以上240センチメート

ル未満のもの） 

600円 300円   ３ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が180センチメ

ートル以上240センチメート

ル未満のもの） 

600円 300円

  ４ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が240センチメ

ートル以上310センチメート

ル未満のもの） 

1,000円 500円   ４ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が240センチメ

ートル以上310センチメート

ル未満のもの） 

1,000円 500円

５ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が310センチメ

ートル以上のもの） 

1,800円 900円   ５ 収納家具類（高さ、幅および

奥行きの合計が310センチメ

ートル以上のもの） 

1,700円 900円

  ６ テーブル 600円 300円   ６ テーブル 600円 300円

  ７ 応接用椅子（１人用のもの） 600円 300円   ７ 応接用椅子（１人用のもの） 600円 300円

８ 応接用椅子（２人以上用のも

の） 

1,400円 700円   ８ 応接用椅子（２人以上用のも

の） 

1,700円 900円

  ９ 椅子（応接用椅子を除く。） 300円 200円   ９ 椅子（応接用椅子を除く。） 300円 200円

  10 鏡台 1,000円 500円   10 鏡台 1,000円 500円

  11 両袖机 2,400円 1,200円   11 両袖机 2,400円 1,200円

  12 机（両袖机を除く。） 1,000円 500円   12 机（両袖机を除く。） 1,000円 500円

  13 敷物 600円 300円   13 敷物 600円 300円

14 ウッドカーペット 1,800円 900円   14 ウッドカーペット 1,700円 900円

  15 アコーディオンカーテン 600円 300円   15 アコーディオンカーテン 600円 300円

  16 ブラインド 300円 200円   16 ブラインド 300円 200円
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  17 ベッドマット 1,000円 500円   17 ベッドマット 1,000円 500円

  18 シングルベッド（ベッドマッ

トを除く。） 

1,000円 500円   18 シングルベッド（ベッドマッ

トを除く。） 

1,000円 500円

19 ダブルベッド（ベッドマット

を除く。） 

1,800円 900円   19 ダブルベッド（ベッドマット

を除く。） 

1,700円 900円

  20 布団 300円 200円   20 布団 300円 200円

オフィスオ

ートメーシ

ョン機器 

１ ワードプロセッサー 300円 200円 オフィスオ

ートメーシ

ョン機器 

１ ワードプロセッサー 600円 300円

２ オフィスオートメーション機

器（ワードプロセッサーを除

く。） 

1,400円 700円 ２ オフィスオートメーション機

器（ワードプロセッサーを除

く。） 

1,300円 700円

３ ファクシミリ 300円 200円 ３ ファクシミリ 300円 200円

４ プリンタ（インクジェット式） 300円 200円 ４ プリンタ（インクジェット式） 300円 200円

趣味用品 １ オルガン 1,800円 900円 趣味用品 １ オルガン 1,700円 900円

  ２ スキー板 300円 200円   ２ スキー板 300円 200円

  ３ ゴルフ用具 300円 200円   ３ ゴルフ用具 300円 200円

  ４ サーフボード 300円 200円   ４ サーフボード 300円 200円

  ５ サイクリングマシーン（自転

車を除く。） 

1,000円 500円   ５ サイクリングマシーン（自転

車を除く。） 

1,000円 500円

  ６ ローイングマシーン 600円 300円   ６ ローイングマシーン 600円 300円

７ ランニングマシーン 1,800円 900円 ７ ランニングマシーン 1,700円 900円

  ８ ぶら下がり健康器 600円 300円   ８ ぶら下がり健康器 600円 300円

その他 １ スーツケース 300円 200円 その他 １ スーツケース 300円 200円

２ 編み機 300円 200円 ２ 編み機 600円 300円

  ３ 流し台 1,000円 500円   ３ 流し台 1,000円 500円

  ４ ガス台（調理台を含む。） 600円 300円   ４ ガス台（調理台を含む。） 600円 300円

  ５ 米びつ 300円 200円 ５ 米びつ 600円 300円

  ６ 浴槽 1,000円 500円   ６ 浴槽 1,000円 500円

  ７ 洗面化粧台 1,000円 500円   ７ 洗面化粧台 1,000円 500円

  ８ 畳 1,000円 500円   ８ 畳 1,000円 500円

  ９ 建具（アルミサッシおよびガ

ラス戸） 

600円 300円   ９ 建具（アルミサッシおよびガ

ラス戸） 

600円 300円

  10 建具（アルミサッシおよびガ 300円 200円   10 建具（アルミサッシおよびガ 300円 200円
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ラス戸を除く。） ラス戸を除く。） 

  11 物干し台 1,000円 500円   11 物干し台 1,000円 500円

  12 物置（解体した状態にあるも

のに限る。） 

1,800円 900円 12 物置（解体した状態にあるも

のに限る。） 

1,700円 900円

 削除   13 仏壇 1,300円 700円

13 ペット小屋 1,000円 500円   14 ペット小屋 1,000円 500円

14 水槽 600円 300円   15 水槽 600円 300円

15 衣装箱 300円 200円   16 衣装箱 300円 200円

16 自転車 600円 300円   17 自転車 600円 300円

17 脚立 300円 200円   18 脚立 300円 200円

18 ブランコ 600円 300円   19 ブランコ 600円 300円

19 滑り台 600円 300円   20 滑り台 600円 300円

20 子供用遊具（ブランコおよび

滑り台を除く。） 

300円 200円   21 子供用遊具（ブランコおよび

滑り台を除く。） 

300円 200円

21 ベビーベッド 600円 300円   22 ベビーベッド 600円 300円

22 乳児用具（ベビーベッドを除

く。） 

300円 200円   23 乳児用具（ベビーベッドを除

く。） 

300円 200円

23 その他のもの（10kg未満） 300円 200円   24 その他のもの 300円 200円

24 その他のもの（10～20kg未満） 600円 300円

25 その他のもの（20～30kg未満） 1,000円 500円

26 その他のもの（30～40kg 未満） 1,400円 700円

27 その他のもの（40～50kg 未満） 1,800円 900円

28 その他のもの（50kg 以上） 2,400円 1,200円

本表…一部改正〔平成13年規則49号・14年31号・15年64号・19年46号・21年37

号・25年19号〕

本表…一部改正〔平成13年規則49号・14年31号・15年64号・19年46号・21年37

号・25年19号〕


